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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告令和７年の活動状況

メール Info@hinohara-kankou.jp

檜原村観光協会事務局

芦川・大谷木

所属

担当者

電話番号 042-598-0069

WEBサイト ※QRコードも可

https://hinohara-kankou.jp/

SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど） ※QRコードも可
https://www.facebook.com/hinoharakankou/   

https://www.instagram.com/hinohara_kankou/

https://x.com/hinohara_kankou

氏名

協議会名称

檜原村エコツーリズム推進協議会

https://www.facebook.com/hinoharakankou/
https://www.instagram.com/hinohara_kankou/
https://x.com/hinohara_kankou
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檜原村では、自然観察、サイクリング、歴史・郷土芸能巡りなどのエコツアーや農業や暮
らしなどの体験型エコツアーを実施している。

■檜原村ガイドウォーク村内の山々を中心に、山野草や季節の花の名前、地域の歴史な
どを聞きながら、大自然とふれあえるガイドウォーク。（毎月水曜日開催）

■森のてしごとやネイチャーガイド・クロモジ茶販売・森の植物を使ったインテリア
コーディネートなど、「森と暮らし」をテーマに活動しているガイドによるエコツアー。

■渓谷どんぶらこin檜原村大きなチューブに乗って川を下り、渓谷の底から空を見上げ
特別な風景が望める、清流・秋川渓谷のとっておきの川遊び体験ツアー。
令和７年は８回開催。

■電動自転車を使った檜原村を巡る体験ツアー。
令和７年は３回開催。

エコツーリズム推進法の基本理念への活動状況〈自然環境の保全〉 檜原村の自然、文化
などを守りながら持続的な利活用をしていくために、ルールブック（檜原村エコツアーの
心得）を、エコツアー参加者などに配布している。
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■檜原村のエコツーリズムの取組を知っていただくため、株式会社はとバスと提携してツ
アーを開催している。
現在までに4回開催今後３回開催予定。

■檜原村観光協会主催エコツアーとして「ルバーブジャム作り体験」を開催。

■檜原村観光協会主催エコツアーとして「夏の檜原村で里山リトリート＆川の生き物探
し」。

■令和６年度エコツアーガイド認定者向け勉強会の開催（７月）
■全体構想の見直し（認定からすでに５年以上経過しており、コロナ禍もありましたが、
見直しをおこなう。
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